
18北海道自治研究 ２０２１年４月（Ｎo.627）

二
一
年
一
月
一
日
現
在
の
自
治
体
数
は
三
〇
九
で
あ

る
。
一
九
のM

aakunta 

（
地
域
）
が
あ
る
が
、
首
都
の

H
elsinki

市
な
ど
が
あ
るU

usim
aa M

aakunta

の
人
口

数
が
圧
倒
的
に
多
い
。
人
口
が
極
少
数
のAhvenanm

aa 
M

aakunta

（
一
六
自
治
体
が
所
属
）
は
、
一
般
補
助
金

交
付
で
別
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。

　

⑵　

一
般
補
助
金
の
仕
組
み
と
動
向

　

日
本
の
地
方
交
付
税
と
同
様
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
般

補
助
金
は
自
治
体
の
財
政
需
要
と
財
政
力
を
斟
酌
し
て
国
か

ら
自
治
体
に
交
付
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
国
の
規
定
に
基
づ

く
加
算
控
除
（
国
会
計
と
自
治
体
会
計
と
の
間
の
加
算
と
控

除
、
以
下
加
算
控
除
と
略
す
）
も
交
付
額
の
決
定
に
関
係
す

る
が
、
財
政
需
要
と
財
政
力
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
。
交

付
の
決
定
に
最
も
影
響
が
あ
る
の
は
財
政
需
要
で
、
そ
の
中

で
圧
倒
的
に
比
重
が
大
き
い
の
は
年
齢
構
成
別
人
口
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二
〇
二
一
年
度
ま
で
の
一
般
補
助

金
額
を
み
て
み
よ
う
（
図
表
１
）。
二
〇
一
〇
年
度
か
ら

二
〇
一
二
年
度
に
か
け
て
一
般
補
助
金
額
が
大
幅
に
上
昇

し
た
が
、
そ
れ
以
後
二
〇
一
九
年
度
ま
で
一
般
補
助
金
額

　
１
　
は
じ
め
に

　　

地
方
財
政
調
整
制
度
と
は
何
ら
か
の
形
で
自
治
体
間
の

財
政
力
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
制
度
で
、
ほ

ぼ
す
べ
て
の
発
達
し
た
産
業
国
家
に
お
い
て
確
立
し
て
い

る
。
地
方
交
付
税
は
そ
の
日
本
版
で
あ
る
。
地
方
財
政
調

整
の
始
ま
り
は
一
八
九
〇
年
代
で
、
重
工
業
化
が
本
格
的

に
展
開
し
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
だ
っ
た
（
注
１
）。
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
で
は
一
九
八
〇
年
代
に
使
途
が
限
定
さ
れ
た
特

定
補
助
金
の
中
で
地
方
財
政
調
整
が
本
格
化
し
、
一
九
八

〇
年
代
後
半
の
高
成
長
に
よ
る
潤
沢
な
財
源
を
背
景
に
、

全
国
的
に
高
齢
者
福
祉
や
児
童
福
祉
が
拡
充
し
て
福
祉
国

家
が
確
立
し
た
。

　

一
九
九
三
年
に
は
地
方
分
権
を
目
的
に
「
幅
広
い
特
定

財
源
」
で
あ
る
包
括
補
助
金
制
度
が
創
設
さ
れ
、
自
治
体

の
支
出
の
裁
量
権
が
高
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
社
会
福
祉
保

健
医
療
分
野
で
あ
れ
ば
自
治
体
が
何
に
で
も
支
出
で
き
る

社
会
福
祉
保
健
医
療
包
括
補
助
金
と
、
教
育
文
化
分
野
で

あ
れ
ば
自
治
体
が
何
に
で
も
支
出
で
き
る
教
育
文
化
包
括

補
助
金
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
に
包
括
補
助
金
制
度
が
廃
止
さ

れ
て
一
般
補
助
金
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
自
治
体
に
一
般

財
源
が
交
付
さ
れ
、
自
治
体
は
一
般
補
助
金
を
ど
ん
な
支

出
に
も
充
当
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
調
査
と
資
料
収
集
を

行
い
な
が
ら
、
一
般
補
助
金
の
動
向
を
分
析
し
て
き
た
。

二
〇
一
〇
年
度
（
注
２
）
か
ら
二
〇
一
六
年
度
ま
で
の
動

向
は
拙
著
『
転
機
に
た
つ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
福
祉
国
家
―
高

齢
者
福
祉
の
変
化
と
地
方
財
政
調
整
制
度
の
改
革
』（
注
３
）

に
お
い
て
、
二
〇
一
五
年
度
か
ら
二
〇
一
九
年
度
ま
で
は

『
自
治
総
研
』
二
〇
二
〇
年
五
月
号
（
注
４
）
の
中
で
論

じ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
二
〇
二
〇
年
度
と
二
〇
二
一

年
度
の
一
般
補
助
金
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
２
　
一
般
補
助
金
の
仕
組
み

　

⑴　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
と
地
方
の
関
係
、Maaku

n
ta

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
人
口
数
は
約
五
五
〇
万
人
で
あ
る
。

国
と
地
方
の
関
係
は
国
―
自
治
体
の
一
層
制
で
、
二
〇

横　

山　

純　

一

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
一
般
補
助
金
制
度
と
地
方
財
政
調
整

（
２
０
２
０
年
度

－

２
０
２
１
年
度
）
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は
ほ
ぼ
横
ば
い
と
な
り
、
二
〇
一
六
年
度
を
除
い
て
八
四

億
ユ
ー
ロ
台
か
ら
八
六
億
ユ
ー
ロ
台
の
間
で
推
移
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
二
〇
二
〇
年
度
と
二
〇
二
一
年
度
に
一
般
補

助
金
額
が
大
幅
に
減
少
し
て
七
〇
億
ユ
ー
ロ
台
に
な
っ
た
。

そ
の
理
由
に
は
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
〇

一
〇
年
度
か
ら
二
〇
一
九
年
度
ま
で
は
国
の
課
税
ベ
ー
ス

の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
自
治
体
が
税
収
損
失
を
受
け
た
場

合
、
一
般
補
助
金
の
加
算
控
除
の
仕
組
み
の
中
で
自
治
体

へ
の
加
算
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
度

か
ら
は
一
般
補
助
金
と
は
別
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
自
治
体
の
税
収
損
失
の
補
償
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
度
は
一
般
補
助
金
額
が
大
幅

に
減
少
し
た
け
れ
ど
も
、
自
治
体
は
新
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

約
二
二
億
ユ
ー
ロ
を
受
取
っ
た
の
で
あ
る
（
注
５
）。

　
３
　
財
政
需
要
分
の
算
定

　

⑴　

財
政
需
要
費
目
と
基
礎
価
格
、
基
本
財
政
需
要
費

　
　

目
と
付
加
的
財
政
需
要
費
目

　

財
政
需
要
費
目
と
そ
の
基
礎
価
格
を
示
す
図
表
２
を
み

て
み
よ
う
。
基
礎
価
格
を
用
い
な
が
ら
各
自
治
体
に
お
け

る
財
政
需
要
額
計
算
が
行
わ

れ
る
。
近
年
は
財
政
需
要
の

抑
制
が
進
み
、
と
く
に
年
齢

別
構
成
人
口
の
う
ち
一
九

－

六
四
歳
、
六
五

－

七
四
歳
の

基
礎
価
格
の
抑
制
度
合
が
大

き
い
。

　

な
お
、
財
政
需
要
費
目
に

は
、
基
本
財
政
需
要
費
目
と

付
加
的
財
政
需
要
費
目
が
あ

る
。図
表
２
の
遠
隔
地
、サ
ー

メ
人
へ
の
対
応
が
付
加
的
財

政
需
要
費
目
で
、
そ
れ
以
外

は
基
本
財
政
需
要
費
目
で
あ

る
。

　

⑵　

基
本
財
政
需
要
額
の

　
　

計
算

　

基
本
財
政
需
要
額
の
算
定

で
は
、
推
計
コ
ス
ト
積
み
上

げ
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

図表１　一般補助金額の推移、税収格差是正分の金額の推移、拠出自治体
　　　　数と受取自治体数の推移

図表２　各自治体への一般補助金交付算定（財政需要分）の際の基礎価格
　　　　の推移
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ま
ず
、
基
本
財
政
需
要
費
目
ご
と
に
基
礎
価
格
を
用
い

て
各
費
目
の
基
本
財
政
需
要
額
を
計
算
す
る
。
こ
れ
ら
の

合
計
が
各
自
治
体
の
基
本
財
政
需
要
額
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
年
齢
構
成
別
人
口
で
は
、
年
齢
階
層
ご
と
に
算

定
さ
れ
た
基
礎
価
格
（
一
人
当
た
り
額
）
を
乗
じ
て
各
年
齢

階
層
の
基
本
財
政
需
要
額
が
算
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
各
年

齢
階
層
の
基
本
財
政
需
要
額
を
合
算
し
て
、
各
自
治
体
の
年

齢
構
成
別
人
口
の
基
本
財
政
需
要
額
が
算
定
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
疾
病
率
や
人
口
密
度
な
ど
の
各
費
目
も
基
礎
価
格
を
用

い
て
基
本
財
政
需
要
額
が
計
算
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
合
計
し
て

各
自
治
体
の
基
本
財
政
需
要
額
が
算
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
各
自
治
体
の
推
計
コ
ス
ト
積
み
上
げ
額
（
各
自

治
体
の
基
本
財
政
需
要
額
）
か
ら
各
自
治
体
が
自
ら
の
財

源
で
負
担
す
べ
き
額
が
差
し
引
か
れ
る
。
自
治
体
が
自
己

財
源
で
負
担
す
べ
き
額
は
、
自
治
体
の
区
別
な
く
ど
こ
の

自
治
体
で
も
住
民
一
人
当
た
り
同
額
で
あ
る
。
そ
れ
は
各

年
度
の
国
と
自
治
体
の
責
任
割
合
（
推
計
コ
ス
ト
積
み
上

げ
額
に
対
す
る
国
と
自
治
体
の
負
担
割
合
）
に
基
づ
い
て

計
算
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
推
計
コ
ス
ト
積
み
上
げ
額
か
ら

各
自
治
体
が
自
ら
の
財
源
で
負
担
す
べ
き
額
を
差
し
引
い

た
額
が
国
の
負
担
す
べ
き
額
、
つ
ま
り
基
本
財
政
需
要
分

の
一
般
補
助
金
額
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

自
治
体
が
自
己
財
源
で
負
担
す
べ
き
額
は
二
〇
二
〇
年

度
が
三
六
五
四
・
七
二
ユ
ー
ロ
、
二
〇
二
一
年
度
が
三
七

四
七
・
二
九
ユ
ー
ロ
、
基
本
財
政
需
要
分
に
関
す
る
国
負

担
割
合
は
、
二
〇
二
〇
年
度
が
二
五
・
四
六
％
、
二
〇
二

一
年
度
が
二
五
・
六
七
％
で
あ
っ
た
（
図
表
３
）。
二
〇

一
五
年
度
以
降
、
基
本
財
政
需
要
分
に
関
す
る
国
負
担
割

合
と
自
治
体
が
自
己
財
源
で
負
担
す
べ
き
額
（
一
人
当
た

り
額
）
は
、
と
も
に
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

　

な
お
、
上
記
の
国
負
担
割
合
は
全
自
治
体
の
平
均
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
基
本
財
政
需
要
分
の
国
の
負
担
割
合
が

最
多
と
最
小
の
自
治
体
を
掲
げ
た
図
表
４
を
み
れ
ば
、

Rautavaara

な
ど
四
〇
％
台
後
半
の
自
治
体
が
あ
る
一

方
、
一
〇
％
台
の
自
治
体
（H

elsinki
やTam

pere

な

ど
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
規
模
自
治
体
に
高
い
割

合
の
自
治
体
が
多
く
、
大
都
市
に
低
い
割
合
の
自
治
体
が

多
い
。
こ
れ
に
は
人
口
の
年
齢
構
成
の
違
い
、
失
業
率
や

人
口
密
度
の
違
い
な
ど
、
自
治
体
の
特
性
が
反
映
さ
れ
て

図表３　基本財政需要分についての国負担割合と自治体が自
　　　　己財源で負担すべき住民１人当たり額（全自治体同
　　　　額）の変化

図表４　基本財政需要分についての国負担割合が多い自治体と少ない自治体（2021年度）
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需
要
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
財
政
力
に
着

目
し
た
算
定
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
治
体
の
財
政
力

は
一
人
当
た
り
の
地
方
税
額
で
示
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
一
人
当
た
り
の
地
方
税
額
が
少
な
い
自
治
体

い
る
と
い
え
よ
う
。

　

⑶　

付
加
的
財
政
需
要
額

　

付
加
的
財
政
需
要
額
は
、
一
部
の
自
治
体
の
特
別
な
事

情
が
考
慮
さ
れ
る
財
政
需
要
費
目
で
あ
る
。
遠
隔
地
や

サ
ー
メ
人
が
多
数
居
住
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
が
あ

れ
ば
、
付
加
的
財
政
需
要
額
が
大
き
く
な
る
。
基
本
財
政

需
要
額
で
は
自
治
体
が
自
己
財
源
で
負
担
す
べ
き
額
や
国

の
負
担
割
合
が
算
定
さ
れ
る
が
、付
加
的
財
政
需
要
額
は
、

そ
の
性
格
上
全
額
が
国
の
負
担
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
一
般
補
助
金
額
の
基
本
財
政
需
要
分
に
付
加
的

財
政
需
要
分
の
金
額
を
加
え
た
も
の
が
、
当
該
自
治
体
の
財

政
需
要
分
の
一
般
補
助
金
額
に
な
る
。
図
表
５
は
付
加
的
財

政
需
要
額
の
比
重
が
高
い
八
自
治
体
を
示
し
た
。
ど
の
自
治

体
も
最
北
部
のLappi M

aakunta

に
属
し
て
い
る
。
八

自
治
体
は
い
ず
れ
も
人
口
が
少
な
く
面
積
が
大
き
な
自
治
体

で
、
人
口
密
度
は
一
人
未
満
か
一
人
を
わ
ず
か
に
上
回
る
程

度
だ
っ
た
。U

tsjoki

自
治
体
は
付
加
的
財
政
需
要
額
が
基

本
財
政
需
要
額
を
上
回
っ
た
唯
一
の
自
治
体
で
あ
る（
注
６
）。

　
４
　
財
政
力
の
算
定

　

⑴　

財
政
力
の
算
定
（
税
収
格
差
是
正
分
の
算
定
）

　

以
上
の
よ
う
な
財
政
需
要
分
の
計
算
が
行
わ
れ
た
う
え

で
、
さ
ら
に
、
自
治
体
の
財
政
力
が
斟
酌
さ
れ
る
。
財
政

需
要
の
計
算
で
は
過
疎
自
治
体
や
島
し
ょ
部
の
自
治
体
へ

の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
治
体
間
の
財
政

力
格
差
に
着
目
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
財
政

で
は
一
般
補
助
金
が
増
額
さ
れ
、
一
人
当
た
り
の
地
方
税

額
が
多
い
自
治
体
で
は
一
般
補
助
金
が
減
額
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
自
治
体
は
財
政
力
分
（
以
下
税
収
格
差
是
正
分
と

表
す
）
の
一
般
補
助
金
を
受
取
る
自
治
体
（
以
下
受
取
自

治
体
）
と
、
拠
出
す
る
自
治
体
（
以
下
拠
出
自
治
体
）
に

区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑵　

２
０
１
０
年
度
か
ら
２
０
１
４
年
度
ま
で
の
財
政

　
　

力
の
算
定

　

再
び
図
表
１
を
み
て
み
よ
う
。
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二

〇
一
九
年
度
ま
で
一
貫
し
て
受
取
自
治
体
数
が
拠
出
自
治

体
数
を
上
回
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二
〇
一
四
年

度
ま
で
は
拠
出
自
治
体
が
六
〇
を
超
え
て
い
た
。
拠
出
自

治
体
に
はM

aakunta

の
中
心
市
な
ど
都
市
部
の
自
治

体
が
多
か
っ
た
。
大
都
市
は
財
政
規
模
が
大
き
い
た
め
拠

出
額
も
多
額
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
受
取
自
治
体
に
は
小
規
模
自
治
体
が
多
く
、
そ

の
受
取
額
が
当
該
自
治
体
の
財
政
に
寄
与
す
る
度
合
は
高

か
っ
た
も
の
の
、
受
取
額
自
体
は
少
額
の
場
合
が
多
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二
〇
一
四
年
度
ま
で

の
受
取
自
治
体
全
体
の
受
取
額
は
拠
出
自
治
体
全
体
の
拠

出
額
よ
り
も
少
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
二
〇
一
〇
年
度

か
ら
二
〇
一
四
年
度
ま
で
は
税
収
格
差
是
正
分
が
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
税
収
格
差
是
正
分
に
関
す
る
一

般
補
助
金
額
が
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

⑶　

２
０
１
５
年
度
以
降
の
財
政
力
の
算
定

　

二
〇
一
五
年
度
に
財
政
力
の
算
定
に
お
い
て
大
き
な
改

図表５　付加的財政需要分の比重が高い自治体　（上位８自治体）（2021年度）
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定
が
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
基
準
値
の
計
算
方
法
や
、
受
取

自
治
体
の
受
取
額
や
拠
出
自
治
体
の
拠
出
額
の
計
算
方
法
が

改
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
都
市
部
へ

の
配
慮
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
大
き
な
改
定

は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
注
７
）。
結
果
、
二
〇
一
五
年
度
と

二
〇
一
六
年
度
の
税
収
格
差
是
正
分
の
一
般
補
助
金
額
は
、

こ
れ
ま
で
の
ゼ
ロ
か
ら
一
挙
に
六
億
ユ
ー
ロ
台
の
後
半
に
な

り
、
二
〇
一
七
年
度
以
降
は
七
億
ユ
ー
ロ
台
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
改
定
に
よ
っ
て
拠
出
自
治
体
の
絶
対
数
が
半

減
す
る
と
と
も
に
受
取
自
治
体
の
比
重
が
増
加
し
た
た
め

に
、
受
取
額
が
拠
出
額
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
一
般
補
助
金
額
が
増
加
し
て
い
な
い
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
基
本
財
政
需
要
の
抑
制

が
図
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

⑷　

具
体
的
な
財
政
力
の
算
定
方
法

　

図
表
６
に
よ
り
二
〇
二
一
年
度
の
財
政
力
の
算
定
に
つ

い
て
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
自
治
体
の
財
政
力
は
一
人

当
た
り
地
方
税
額
（
二
〇
一
九
年
度
決
算
）
で
示
さ
れ
る
。

地
方
税
額
は
計
算
上
の
地
方
所
得
税
額
、
法
人
所
得
税
額

の
自
治
体
分
、
計
算
上
の
不
動
産
税
額
の
合
計
で
あ
る
。

計
算
上
の
地
方
所
得
税
と
は
自
治
体
が
実
際
に
住
民
に
課

す
地
方
所
得
税
率
で
は
な
く
、
全
自
治
体
の
平
均
地
方
所

得
税
率
で
計
算
さ
れ
た
地
方
所
得
税
で
あ
る
。
計
算
上
の

不
動
産
税
に
つ
い
て
も
全
自
治
体
の
平
均
が
求
め
ら
れ
る

が
、
財
政
力
の
算
定
に
お
い
て
計
算
上
の
不
動
産
税
が
用

い
ら
れ
る
の
は
、
原
子
力
発
電
所
や
原
子
力
関
連
施
設
の

あ
るEurajoki
とLoviisa

の
二
自
治
体
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
国
税
で
あ
る
法
人
所
得
税
の
二
〇
％
強
が
自
治
体

に
交
付
さ
れ
る
が
、
法
人
所
得
税
の
自
治
体
分
に
つ
い
て

は
各
自
治
体
が
実
際
に
受
取
っ
た
交
付
額
で
あ
る
。

　

図
表
６
で
は
、
計
算
上
の
一
人
当
た
り
地
方
税
額
が
大

き
い
自
治
体
と
小
さ
い
自
治
体
の
そ
れ
ぞ
れ
一
位
か
ら
三

位
ま
で
の
六
自
治
体
と
、
原
子
力
発
電
所
と
原
子
力
関
連

施
設
の
あ
るEurajoki

自
治
体
を
掲
げ
た
。
全
自
治
体

の
一
人
当
た
り
平
均
地
方
税
額
は
三
八
九
〇
・
七
八
ユ
ー

ロ
で
、
こ
れ
が
基
準
値
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
基
準
値
と
計
算
上
の
地
方
税
額
と
の
差
額
を

計
算
し
、
プ
ラ
ス
に
な
れ
ば
受
取
自
治
体
（
補
助
金
が
増

額
さ
れ
る
自
治
体
）、
マ
イ
ナ
ス
に
な
れ
ば
拠
出
自
治
体

（
補
助
金
が
減
額
さ
れ
る
自
治
体
）
に
な
る
。
受
取
自
治

体
の
場
合
、
基
準
値
か
ら
当
該
自
治
体
の
一
人
当
た
り
計

算
上
の
地
方
税
額
を
差
し
引
い
た
額
に
八
〇
％
を
乗
じ
て

得
た
金
額
に
、
当
該
自
治
体
の
人
口
数
を
乗
じ
た
金
額
が

受
取
額
（
補
助
金
増
額
分
）
に
な
る
。
最
も
財
政
力
の
低

いM
erijarvi

自
治
体
で
は
一
九
三
三
ユ
ー
ロ
に
八
〇
％

を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
人
口
数
（
一
一
〇
四
人
）
を
乗
じ

て
得
た
一
七
〇
万
ユ
ー
ロ
が
受
取
額
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

拠
出
自
治
体
の
場
合
、
当
該
自
治
体
の
一
人
当
た
り
計

算
上
の
地
方
税
額
か
ら
基
準
値
を
差
し
引
い
た
額
に
「
三

〇
％
に
自
治
体
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
加
算
割
合
を
加
え
た

分
」
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
当
該
自
治
体
の
人
口
数
を
乗
じ

た
額
が
拠
出
額
（
補
助
金
減
額
分
）
と
な
る
。
加
算
割
合

は
財
政
力
の
高
い
自
治
体
ほ
ど
高
い
。
財
政
力
の
最
も
高
い

K
auniainen

自
治
体
で
は
、
三
七
七
三
ユ
ー
ロ
に
三
八
％

を
乗
じ
た
金
額
に
人
口
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
一
三
八
六

万
ユ
ー
ロ
）が
、一
般
補
助
金
額
か
ら
減
額
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
５
　
一
般
補
助
金
額
の
確
定
と
特
徴
の
あ
る
自
治

　
　
体
の
分
析

　

⑴　

一
般
補
助
金
額
の
確
定
（A

lajärvi

自
治
体
を
事

　
　

例
に
）　

　

A
lajärvi

自
治
体
を
事
例
に
、
二
〇
二
一
年
度
の
一
般
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補
助
金
額
の
算
定
を
確
認
し
て
み
よ
う
（
図
表
７
）。

　

Alajärvi

自
治
体
はEtelä-Pohjanm

aa M
aakunta

に
所
属
し
、
人
口
は
九
五
六
二
人
で
あ
る
（
二
〇
一
九
年

一
二
月
三
一
日
現
在
）。
面
積
は
一
〇
五
六
・
七
四
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
人
口
密
度
は
九
・
三
四
人
で
あ
る
。
二

〇
〇
九
年
一
月
一
日
に
はLehtim

äki

自
治
体
と
合
併

し
た
が
、Alajärvi

と
い
う
自
治
体
名
は
変
化
し
な
か
っ

た
。

　

ま
ず
、
基
本
財
政
需
要
分
が
算
定
さ
れ
る
。
基
礎
価
格

を
用
い
な
が
ら
、
年
齢
構
成
別
人
口
や
疾
病
率
、
人
口
密

度
や
失
業
率
な
ど
の
基
本
財
政
需
要
費
目
が
計
算
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
合
計
し
た
も
の
が
、Alajärvi

自
治
体
の
基
本

財
政
需
要
額
に
な
る
（
５
６
５
１
万
ユ
ー
ロ
）。Alajärvi

自
治
体
が
自
己
財
源
で
負
担
す
べ
き
額
（
三
七
四
七
・
二

九
ユ
ー
ロ
）
にAlajärvi

自
治
体
の
人
口
数
（
九
五
六

二
人
）
を
乗
じ
た
額
は
三
五
八
三
万
ユ
ー
ロ
で
、
国
が
負

担
す
る
金
額
（
基
本
財
政
需
要
分
の
一
般
補
助
金
額
）
は

二
〇
六
八
万
ユ
ー
ロ
だ
っ
た
。

　

ま
た
、A

lajärvi

自
治
体
の
付
加
的
財
政
需
要
額
は
四

一
万
ユ
ー
ロ
と
少
額
だ
っ
た
。
こ
の
四
一
万
ユ
ー
ロ
を
二

〇
六
八
万
ユ
ー
ロ
に
加
え
て
算
出
さ
れ
た
財
政
需
要
分
の

一
般
補
助
金
額
は
二
一
〇
九
万
ユ
ー
ロ
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
こ
の
二
一
〇
九
万
ユ
ー
ロ
に
税
収
格
差
是
正
分

（
一
〇
〇
六
万
ユ
ー
ロ
）
と
国
の
規
定
に
基
づ
く
加
算
控
除

分
が
加
え
ら
れ
る
。
二
〇
二
〇
年
度
に
新
し
い
シ
ス
テ
ム

へ
の
移
行
が
行
わ
れ
た
た
め
、
加
算
控
除
分
は
マ
イ
ナ
ス

七
八
万
ユ
ー
ロ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
財
政
需
要
分
と
税

収
格
差
是
正
分
、
加
算
控
除
分
を
合
計
し
て
、Alajärvi

自
治
体
の
一
般
補
助
金
額
（
三
〇
三
七
万
ユ
ー
ロ
）
が
算

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、Alajärvi

自
治
体
は
新
し

い
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
補
償
額
を
五
八
二
万
ユ
ー
ロ
受

取
っ
て
い
る
。

　

⑵　

特
別
に
注
目
さ
れ
る
自
治
体
と
一
般
補
助
金

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
自
治
体
数
は
二
〇
二
一
年
一
月
一
日

図表６　税収格差是正のための自治体間調整のしくみ（2021年度）

図表７　Alajärvi自治体の一般補助金算定のしくみ（2021年度）
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にSatakunta M
aakunta

に
属
す
るH

onkajoki

自

治
体
がK

ankaanpää

自
治
体
と
合
併
し
た
た
め
に
二

九
三
で
あ
る
（
一
般
補
助
金
で
別
扱
い
のAhvenanm

aa 
M

aakunta
所
属
の
自
治
体
は
除
く
）。
こ
れ
ら
の
自
治

体
の
中
で
一
般
補
助
金
交
付
の
関
係
で
特
別
に
注
目
さ
れ

る
四
自
治
体
を
分
析
し
て
み
よ
う
（
図
表
８
）。
な
お
、

四
自
治
体
の
統
計
で
は
付
加
的
財
政
需
要
額
が
加
算
控
除

分
の
中
に
含
め
て
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

①　

K
au

n
iain

en

自
治
体
―
不
交
付
自
治
体

　

K
auniainen

自
治
体
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
最
も
財
政

力
が
高
い
自
治
体
で
あ
る
。
基
本
財
政
需
要
分
、
税
収

格
差
是
正
分
、
加
算
控
除
分
を
合
計
し
た
額
は
、
二
〇

一
七
年
度
も
二
〇
二
一
年
度
も
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
。

K
auniainen

自
治
体
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
唯
一
の
一

般
補
助
金
が
交
付
さ
れ
な
い
自
治
体
（
不
交
付
自
治
体
）

で
あ
る
。

　

K
auniainen

自
治
体
が
住
民
に
課
す
地
方
所
得
税
率

は
一
七
・
〇
％
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
自
治
体
の
中
で
最

も
低
い
。
富
裕
な
住
民
が
多
く
居
住
し
て
い
る
た
め
、
低

い
地
方
所
得
税
率
で
も
税
収
が
確
保
さ
れ
（
注
8
）、
不

交
付
自
治
体
で
あ
っ
て
も
自
治
体
運
営
に
支
障
が
な
い
の

で
あ
る
。

　

②　

M
erijärvi

自
治
体
―
財
政
力
が
最
も
低
い
自
治
体

　

M
erijärvi

自
治
体
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
最
も
財
政
力

が
低
い
自
治
体
で
あ
る
。
基
本
財
政
需
要
分
、
税
収
格
差

是
正
分
、
加
算
控
除
分
を
合
計
し
た
一
般
補
助
金
額
は
、

二
〇
一
七
年
度
も
二
〇
二
一
年
度
も
四
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
を

超
え
た
。M

erijärvi

自
治
体
の
地
方
所
得
税
率
は
二
二
・

〇
％
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
自
治
体
の
中
で
最
も
高
い
。

基
本
財
政
需
要
分
の
額
と
税
収
格
差
是
正
分
の
額
に
は
大

き
な
変
化
が
み
ら
れ
な
い
が
、
加
算
控
除
分
が
二
〇
二
一

年
度
に
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
〇
二
〇
年

度
か
ら
国
に
よ
る
税
収
補
償
が
一
般
補
助
金
で
は
な
く
、

新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
中
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

③　

E
u
rajo

ki

自
治
体
―
原
子
力
発
電
所
と
原
子
力
関

　
　

連
施
設
の
あ
る
自
治
体 

　

E
urajoki

自
治
体
は
原
子
力
発
電
所
と
原
子
力
関
連

施
設
が
あ
り
、
莫
大
な
不
動
産
税
収
入
を
得
て
い
る
。
そ

こ
で
、
同
じ
く
原
子
力
発
電
所
の
あ
るLoviisa

自
治
体

と
と
も
に
、
不
動
産
税
を
加
え
た
計
算
上
の
地
方
税
額
に

基
づ
い
て
税
収
格
差
是
正
分
の
算
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
七
年
度
と
二
〇
二
一
年
度
を
比
べ
る
と
、
基
本
財

政
需
要
分
は
七
〇
万
ユ
ー
ロ
増
加
し
、
税
収
格
差
是
正
分

は
七
〇
万
ユ
ー
ロ
減
少
し
た
。
加
算
控
除
分
が
五
五
〇
万

ユ
ー
ロ
減
少
し
た
た
め
、
一
般
補
助
金
額
は
約
五
五
〇
万

ユ
ー
ロ
減
少
し
た
。
こ
れ
は
加
算
控
除
分
が
新
シ
ス
テ
ム

に
移
行
し
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

④　

U
tsjo

ki

自
治
体
―
付
加
的
財
政
需
要
額
が
多
額

　
　

な
自
治
体 

　

U
tsjoki

自
治
体
は
基
本
財
政
需
要
額
よ
り
も
付
加
的

図表８　特別に注目される自治体の分析
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二
〇
一
五
年
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改
定
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詳
し
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分
析
し
た
注
３
の
横
山
前

掲
書
、
第
五
章
、
第
六
章
、
第
七
章
を
参
照
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K
auniainen

自
治
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の
国
税
所
得
税
、
地
方
所
得
税
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納
税
者
を
分
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し
た
、
注
３
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横
山
前
掲
書
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よ
こ
や
ま　

じ
ゅ
ん
い
ち
・
北
海
学
園
大
学
名
誉
教
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財
政
需
要
額
が
多
い
唯
一
の
自
治
体
で
あ
る
。
基
本
財
政

需
要
額
の
六
割
超
が
年
齢
構
成
別
人
口
で
、
島
し
ょ
部
と

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
は
皆
無
だ
っ
た
。
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加
的
財
政
需
要
額
は

三
〇
七
万
ユ
ー
ロ
で
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部
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隔
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サ
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人
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だ
っ
た
。
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む
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一
般
補
助
金
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つ
い
て
は
二
〇
一
五
年
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国
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ベ
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収
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〇
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テ
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。
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受
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。
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